
＜白山市事業者用太陽光発電設備等重点対策加速化事業＞ 
 

市では、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）」

を活用し、市内の事業所における再生可能エネルギー設備の設置を推進することに

より、エネルギー自給率及び使用効率の向上を図り、もって地球温暖化を防止する

ため、当該設備の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。 
 

＜補助対象設備・補助金額＞ 
①太陽光発電設備 

補助対象者 ・本市に本社又は事業所を有する需要家で、事業所等に自己所有

で補助対象発電設備を設置する者 

・本市に本社又は事業所を有する需要家の事業所等に、PPA 又

はリースにより補助対象発電設備を設置する者 

主な設備要件 ・中古設備ではないこと 

・法定耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度に登録し

ないこと 

・発電電力量等の計測器が設置されていること 

補助金額 上限１，０００万円 

 

②蓄電池（単独での申請は不可） 

補助対象者 本市に本社又は事業所を有する需要家で、事業所等に自己所有で 

補助対象設備を設置する者※PPA 及びリースは対象外 

主な設備要件 ・①設備のうち、自己所有によるものの付帯設備であること 

※再エネ一体型屋外照明用蓄電池は除く 

・中古設備ではないこと 

・法定耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度に登録し

ないこと 

 

補助金額 上限２００万円 

※詳細は交付要綱をご確認ください 

 

＜補助を受けられる方＞ 
以下の全てを満たす者 ※主なものです。詳細は交付要綱等をご確認ください 

・市税を滞納していない者 

・「白山市災害時応援協定」の締結又は「白山市災害時協力事業所」に 

登録されている（当該年度中に締結、登録の予定である場合を含む。）者 

※登録方法等詳細は白山市危機管理課（076-274-9536）へお願いします 

・当該補助対象設備に関し、FIT 又は FIP の認定を取得しない者 

・本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく

環境価値を、当該需要家に帰属させる者 

・電気事業法第条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託送）を行わない者 

・「金沢エコ推進事業者ネットワーク」の活動に参加する者 

 ※詳細は金沢市ゼロカーボンシティ推進課（076-220-2507）へお願いします 

本補助金の対象となる蓄電池は、家庭用／業務用に分けられ、そ
れぞれ異なる要件が別途適用されます。特に、家庭用は要件が細
かいため、ご注意ください。SII（一般社団法人環境共創イニシア
チブ）の認定登録商品の場合、その要件に適合しますので、蓄電
池を選ぶ際にご活用ください。 



＜申請の前に＞ 
・事業の着工前に、市への交付申請が必要です。 

・当該補助対象設備の設置に関し、国、県又は本市の他の補助制度との併用はで

きません。 

・事業が年度をまたぐ場合は補助対象外となります。 

 

＜令和８年度事業の応募期間＞ 
令和８年５月１日（金）～５月２９日（金）１２時必着 

※期限内に書類が全て揃った状態でご提出ください 

 

＜交付対象者の選考＞ 
補助金の総額が予算を超える場合は、補助事業計画書に記載された太陽光発電設備

の最大出力の値の小さいものから順に順位を付し、補助金の交付対象者を選考しま

す。同一の場合は抽選その他公正な選考を行います。 
 

＜補助金交付までの手続き＞ 

申請者  市 

【補助金交付申請】 
補助金交付申請書（および申請に必要な

書類の提出一式）の提出 
※ 必ず設備の設置前に提出してください。 

 

【契約、設備の設置工事】 
※ 必ず補助金交付決定通知書を受け取った後

に行ってください。 

 

【補助事業実績報告】 
補助事業実績報告書及び関係書類（報告

時に必要な書類一式）を事業完了後に市

へ提出してください。 
※ 事業完了後 15日以内に提出してください。 

※ 令和８年度における実績報告書の最終提出

期限は令和９年１月２９日（金）です。連係手

続き等含め、期限に間に合わせてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査後、補助金交付決定通

知書を送付 

 

 

 

 

 

 

審査後、補助金交付確定通

知書を送付、補助金の交付 

 

※事業の変更（工期・金額・工事内容等の変更）、事業の中止（施工基準を満たさな

い等）があった場合には、必ず事前にゼロカーボン推進室までご連絡ください。（別

途書類を提出いただく場合があります） 

 

＜申請方法・お問い合わせ先＞ 
白山市ゼロカーボン推進室まで、郵送又は窓口にてご提出ください 

※押印のある書類は原本をご提出ください 

 〒924-8688 

 石川県白山市倉光二丁目１番地 

白山市市民生活部ゼロカーボン推進室（開庁時間：平日９時～１７時） 

 TEL:076-274-9538（直通） 


